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事業許可基準規則第９条（外部火災）と許認可実績・適合方針との比較表（1/14）

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

１ 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及

び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合に

おいても安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）に対して、安全機能を有する施設が

安全機能を損なわないために必要な措置を含む。 

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の

自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降

水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、

森林火災等から適用されるものをいう。 

３ 第１項に規定する「想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわ

ないもの」とは、設計上の考慮を要する自然現象又はそ

の組合せに遭遇した場合において、自然事象そのものが

もたらす環境条件及びその結果として当該施設で生じ得

る環境条件において、その設備が有する安全機能が達成

されることをいう。 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当

該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時

に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならな

い。 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）に対して、安全機能を有する施設が

安全機能を損なわないために必要な措置を含む。 

４ 第２項に規定する「大きな影響を及ぼすおそれがあると

想定される自然現象」とは、対象となる自然現象に対応

して、 新の科学的技術的知見を踏まえて適切に予想さ

れるものをいう。なお、過去の記録、現地調査の結果、

新知見等を参考にして、必要のある場合には、異種の

自然現象を重畳させるものとする。 

５ 第２項に規定する「適切に考慮したもの」とは、大きな

影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により

安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故が発

生した場合に生じる応力を単純に加算することを必ずし

も要求するものではなく、それぞれの因果関係及び時間

的変化を考慮して適切に組み合わせた場合をいう。 

本文別添 

一．加工施設の位置，構造及び設備 

ロ．建物の構造

（ロ）構造

（６）その他の主要な構造

① 加工施設における主要な建物は，敷地で予想

される台風，異常寒波，豪雪等の自然現象によ

ってもその安全性が損なわれることのない構造

とする。

添付書類五 

イ．安全設計の方針

(イ) 安全設計の基本方針

(６) 加工施設は，台風，異常寒波，豪雪等の自然現

象によっても安全確保上支障がないように設計

する。

へ．地震以外の自然現象に対する考慮

加工施設は，敷地で予想される津波，地すべり，

陥没，台風，高潮，洪水，異常寒波，豪雪等の自然条

件について，敷地及び周辺地域の過去の記録，現地

調査を参考にして，予想される自然条件のうち最も過

酷と考えられる条件を適切に考慮した設計とする。

(イ) 津波・高潮

加工施設の敷地は，標高60ｍ前後の弥栄平

いやさかたい

と

呼ばれる台地にあり，津波，高潮のおそれのない

環境にある。

(ロ) 洪水

敷地の地形及び表流水の状況から判断して，

敷地が洪水による被害を受けることは考えられな

い。

(ハ) 台風・異常寒波・豪雪等

気象条件の設定については，原則として 寄

りの気象官署である八戸測候所及びむつ特別地

域気象観測所の観測資料を使用する。ただし，

異常寒波，豪雪の気象条件については，敷地近

傍にある六ヶ所地域気象観測所の観測資料も考

慮する。 

燃料加工建屋の設計に当たっては，最大瞬間風

速は八戸測候所の観測記録41.3ｍ/s，最低気温は

六ヶ所地域気象観測所の観測記録を踏まえ八戸測

候所の観測記録－15.7℃，最深積雪は六ヶ所地域

気象観測所の観測記録190cmを考慮し，安全確保

上支障がないように設計する。

また，積雪及び風の荷重を適切に組み合わせて

設計する。

なお，加工施設には，「建築基準法」等に基づき，

避雷設備を設ける。

(ニ) 地すべり・陥没

加工施設の敷地は，標高60ｍ前後の弥栄平と

呼ばれる台地にあり，地すべりが発生し，加工施

設に影響を与えるような急斜面はない。また，敷地

の地質状況等からみて，陥没のおそれはない。

(ト) その他の主要な構造

（１）安全機能を有する施設

① 外部からの衝撃による損傷の防止

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自然環境

を基に想定される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等

の自然現象（地震及び津波を除く。）又は地震及び津波を含

む組合せに遭遇した場合において，自然現象そのものがもた

らす環境条件及びその結果としてＭＯＸ燃料加工施設で生じ

得る環境条件においても安全機能を損なわない設計とする。 

なお，敷地内又はその周辺で想定される自然現象のうち，

洪水及び地滑り並びに津波については，立地的要因により設

計上考慮する必要はない。 

上記に加え，安全上重要な施設は， 新の科学的技術的知

見を踏まえ当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設

に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を，それぞ

れの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせた

条件においても，安全機能を損なわない設計とする。 

また，安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の状

況を基に想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障

害等のうちＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわせる原因と

なるおそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対して安全

機能を損なわない設計とする。 

なお，敷地内又はその周辺の状況を基に想定される人為事

象のうち，ダムの崩壊及び船舶の衝突については，立地的要

因により設計上考慮する必要はない。 

自然現象及び人為事象の組合せについては，地震，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災等を考慮する。これらの事象が単独で発生

した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳することで影

響が増長される組合せを特定し，その組合せの影響に対して

も安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象に対しては，安全機能を有す

る施設が安全機能を損なわないために必要な措置を含める。

また，人為事象に対しては，安全機能を有する施設が安全機

能を損なわないために必要な重大事故等対処設備への措置を

含める。 

ａ． 外部からの衝撃による損傷に対する設計方針 

安全機能を有する施設は，想定される自然現象又は人為

事象の影響を受ける場合においても安全機能を損なわない方

針とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設における重要な安全機能は，臨界防

止及び閉じ込めの安全機能である。これらの機能が損なわれ

ることで，公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼさないよ

う，想定される自然現象又は人為事象により，安全機能を損

なわない設計とする。 

外部からの衝撃による損傷に対する設計方針を以下に示

す。 

（ａ）臨界防止及び閉じ込めの安全機能を有する安全上重要

な施設は全て燃料加工建屋に収納する設計とし，想定され

る自然現象又は人為事象に対しては，燃料加工建屋で防護

する設計とする。 

（ｂ）建屋による防護ができない外気を取り入れる給気系及

び排気系については，想定される自然現象又は人為事象に

対して防護する設計とする。 

（ｃ）自然現象又は人為事象により発生する外部電源喪失に

対して，火災・爆発による閉じ込め機能の不全を防止する

ために必要な機能を維持する設計とする。 

また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断

「安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及

び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合におい

ても安全機能を損なわないもの」について，既許可申請書本

文ロ項に敷地で予想される台風，異常寒波，豪雪等の自然現

象によってもその安全機能が損なわれることのない構造及び

配置とすることを記載している。 

また、上記の本文記載事項に対する設計方針として，既許

可申請書添付書類五「イ．安全設計の基本方針」及び「へ．

地震以外の自然現象に対する考慮」並びに評価として既許可

申請書添付書類七「ロ．事故の想定及び評価」にＭＯＸ燃料

加工施設は，敷地で予想される台風，異常寒波，豪雪等の自

然現象によってもその安全性が損なわれることのない構造及

び配置とすることを記載している。 

したがって，以下の内容が，指針から明確化された。 

・想定される自然現象として，竜巻，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災が明確された

・設計上の考慮を要する自然現象又はその組合せに遭遇

した場合において、自然事象そのものがもたらす環境

条件及びその結果として当該施設で生じ得る環境条件

において、その設備が有する安全機能が達成されるこ

と。

・安全機能を有する施設が安全機能を損なわないために

必要な措置

上記を踏まえ，適合方針については，明確された森林火災

に対する規則要求への適合性を新たに記載する。 

「安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝

撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したもの」

について，既許可申請書添付書類五イ．項及びヘ．項に，想

定される自然現象については，敷地周辺の過去の記録及び現

地調査等から，条件を適切に考慮することが記載されてい

る。 

したがって，以下の内容が指針から追加要求となる。 

・異種の自然現象の重畳を考慮すること。

・設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮すること。

以上より，適合方針では記載の明確化を実施する。 

また，森林火災に対する規則要求への適合性を新たに記載

する。 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，明確化された自然現象を追加

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，明確化された設計上の考慮を要する自

然現象又はその組合せに対して考慮を追加 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，異種の自然現象の重畳及び設計基準事

故時に生ずる応力を適切に考慮することを追記 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，想定される外部人為事象の追加

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，明確化された自然現象を追加

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，安全機能を有する施設が安全機能を損

なわないために必要な重大事故等対処設備への措置を追加 



 

事業許可基準規則第９条（外部火災）と許認可実績・適合方針との比較表（2/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺におい

て想定される加工施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでな

ければならない。 

 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）に対して、安全機能を有する施設が

安全機能を損なわないために必要な措置を含む。 

６ 第３項は、設計基準において想定される加工施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人

為によるもの（故意によるものを除く。）に対して、安

全機能を有する施設が安全機能を損なわないために必要

な重大事故等対処設備への措置を含む。 

７ 第３項に規定する「加工施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意

によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況

を基に選択されるものであり、飛来物（航空機落下

等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガ

ス、船舶の衝突、電磁的障害等をいう。なお、上記の

「航空機落下」については、「実用発電用原子炉施設へ

の航空機落下確率の評価基準について」（平成14・07・

29 原院第４号（平成１４年７月３０日原子力安全・保

安院制定））等に基づき、防護設計の要否について確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類七 
ロ．事故の想定及び評価 

(３) その他の自然現象等による事故の災害評価 
① その他の自然現象 

主要な加工施設は，十分な地耐力を有する

鷹架

たかほこ

層に支持させること，また，敷地の西側部

分を標高約55ｍに整地し配置することから，敷

地周辺の斜面の崩壊等による影響を受けるこ

とはない。燃料加工建屋の風荷重に対する設

計は，敷地周辺の過去の記録を考慮し設計さ

れるため，台風等の風により損傷を受けること

はない。また，燃料加工建屋の最低気温及び

最深積雪量に対する設計は，敷地及び周辺地

域の過去の記録に基づいて設計することから，

これらの自然現象により加工施設が被害を受

けることはない。 
 

 

 

 

添付書類七 
ロ．事故の想定及び評価 

(３) その他の自然現象等による事故の災害評価 
② 火災 

敷地付近には，独立行政法人石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構のむつ小川原国家石油

備蓄基地がある。敷地に隣接して，当社濃縮・

埋設事業所のウラン濃縮工場及び低レベル放

射性廃棄物埋設センターがある。また，敷地内

には，再処理事業所の高レベル放射性廃棄物

貯蔵管理センター及び再処理工場がある。 
これらの工場のうち火災等の影響が考えら

れるむつ小川原国家石油備蓄基地(10)での万一

の火災を想定しても，距離的に離れていること

から，加工施設の安全確保上支障がない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した場合は，工程停止する等，ＭＯＸ燃料加工施設への影響

を軽減するための措置を講ずるよう手順を整備する。 

 

ｃ． 外部火災 

安全機能を有する施設は，想定される外部火災において，

も厳しい火災が発生した場合においても，その安全機能を

損なわない設計とする。 

外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイ

ド」を参考として，森林火災，近隣の工場，石油コンビナー

ト等特別防災区域，危険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設（以

下「近隣の産業施設」という。）の火災及び爆発並びに航空

機墜落による火災を対象とする。 

自然現象として想定される森林火災については，敷地への

延焼防止を目的として，ＭＯＸ燃料加工施設の敷地周辺の植

生を確認し，作成した植生データ及び敷地の気象条件等を基

に解析によって求めた 大火線強度（9128kＷ/ｍ）から算出

される防火帯（幅25ｍ以上）を敷地内に設ける。 

 

防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯内には

原則として可燃物となるものは設置しない。防火帯に可燃物

を含む機器等を設置する場合には，延焼防止機能を損なわな

いよう必要 小限とするとともに，不燃性シートで覆う等の

対策を実施する。 

  また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合にお

いても，離隔距離の確保等により，安全機能を有する施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

 

人為事象として想定される近隣の産業施設の火災及び爆

発，敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガス

ボンベの火災及び爆発の影響については，離隔距離の確保等

により，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

航空機墜落による火災については，対象航空機が安全機能

を有する施設を収納する建屋の直近に墜落する火災を想定

し，火炎からの輻射強度の影響により，建屋外壁の温度上昇

を考慮した場合においても，安全機能を有する施設の安全機

能を損なわない設計とすること，若しくはその火災による損

傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計と

する。 

外部火災の二次的影響であるばい煙による影響について

は，換気設備等に適切な防護対策を講じることで，安全機能

を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。 

また，有毒ガスによる影響については，施設の監視が適時

実施できるように，資機材を確保し手順を整備する。 

 

【添付書類三】 

イ．気象 

 (４) その他の一般気象 

① 森林火災 

気象条件については，「原子力発電所の外部火災影響評価

ガイド」（平成25年６月19日 原規技発第13061912号 原子

力規制委員会決定）を参考とし，過去10年間を調査し，森林

火災の発生頻度が年間を通じて比較的高い３月から８月の

高気温， 小湿度及び 大風速の組合せを考慮し，風向は卓

越方向を考慮する。ＭＯＸ燃料加工施設の 寄りの気象官署

としては，気候的に敷地に比較的類似している八戸特別地域

気象観測所及びむつ特別地域気象観測所があり，敷地近傍に

は六ヶ所地域気象観測所がある。 高気温， 小湿度及び

大風速については，気象条件が も厳しい値となる八戸特別

地域気象観測所の過去10年間の気象データ（７）をから設定す

る。風向については，ＭＯＸ燃料加工施設の風上に発火点を

設定する必要があることから，敷地近傍にある六ヶ所地域気

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）として，既許可申請書においては敷地及び敷地周辺の

状況を基に選択される事象のうち，むつ小川原石油備蓄株式

会社の石油備蓄基地の火災等の想定及び航空機落下について

建物・構築物の防護設計をすることとしている。 

 

したがって，指針から以下の事項が明確化された。 

①次の事象が明確化 

・ダムの崩壊 

・有毒ガス 

・船舶の衝突 

・電磁的障害 

 

②航空機に係る事故についての評価手法として、「実用発電

用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」

（平成14・07・29原院第４号（平成１４年７月３０日原子

力安全・保安院制定））等に基づき、防護設計の要否につ

いて確認することが明確化された。 

 

③安全機能を有する施設が安全機能を損なわないために必要

な措置 

 

また，重大事故等対処設備への措置について新たに追加さ

れた。 

 

以上より，近隣工場等の火災・爆発，敷地内の危険物タン

ク等の火災・爆発及び航空機墜落による火災に対する規則要

求への適合性を新たに記載する。 

 

 

 

 

 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・想定される自然現象として明確化された森林火災につい

て，規則または解釈に適合させるよう記載を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・近隣工場等の火災・爆発，敷地内の危険物タンク等の火

災・爆発及び航空機墜落による火災について，規則または解

釈に適合させるよう記載を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第９条（外部火災）と許認可実績・適合方針との比較表（3/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象観測所の過去10年間の気象データ（７）から， 大風速時の

風向の出現回数及び風向の出現回数を調査し，卓越方向を設

定する。 

青森県の森林火災発生状況（10）（12）(13)（2003年から2012

年）及び気象データ（７）（ 高気温， 小湿度及び 大風

速）（2003年から2012年）について，添３－イ第18表に示

す。 

気象データ（７）（卓越風向）（2003年から2012年における

３月から８月の期間）について，添３－イ第19表に示す。 

 

【添付書類五】 

(ハ) 外部火災 

(１) 外部火災に関する設計方針 

原子力規制委員会の定める事業許可基準規則の第九条で

は，外部からの衝撃による損傷の防止として，安全機能を有

する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

又は人為事象が発生した場合においても安全機能を損なわな

いものでなければならないとしている。 

安全機能を有する施設は，外部火災の影響を受ける場合に

おいてもその安全機能を確保するために，防火帯の設置，離

隔距離の確保，建屋による防護等により，外部火災に対して

安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部火災により発生する火炎及び輻射熱からの

直接的影響並びにばい煙等の二次的影響によってその安全機

能が損なわれないことを確認する施設を，ＭＯＸ燃料加工施

設の全ての安全機能を有する構築物及び設備・機器とする。

外部火災からの防護する施設（以下「外部火災防護対象施

設」という。）は，安全評価上その機能を期待する構築物及

び設備・機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構

築物及び設備・機器を抽出し，外部火災により臨界防止及び

閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有する

こと等により，安全機能を損なわない設計とする。 

上記に含まれない安全機能を有する施設については，外部

火災に対して機能を維持すること，若しくは外部火災による

損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障が生じない期間での修理を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計

とする。 

ここでの外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影

響評価ガイド」（平成25年６月19日 原規技発第13061912号 

原子力規制委員会決定）（以下「外部火災ガイド」とい

う。）を参考として，森林火災，近隣の産業施設の火災及び

爆発並びに航空機墜落による火災を対象とする。また，外部

火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在

する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危

険物貯蔵施設等」という。）については，外部火災源として

の影響及び外部火災による影響を考慮する。ただし，地下に

設置する重油タンク並びに再処理施設の第１非常用ディーゼ

ル発電機の燃料貯蔵設備，第２非常用ディーゼル発電機の燃

料貯蔵設備，重油貯槽，第１軽油貯槽，第２軽油貯槽，硝酸

ヒドラジン受入れ貯槽，TBP受入れ貯槽及びｎ－ドデカン受

入れ貯槽については，熱影響を受けないことから危険物貯蔵

施設等の対象から除外する。 

さらに，近隣の産業施設の火災においては，外部火災ガイ

ドを参考として，近隣の産業施設周辺の森林へ飛び火するこ

とによりＭＯＸ燃料加工施設へ迫る場合を想定し，近隣の産

業施設の火災と森林火災の重畳を考慮する。また，敷地内へ

の航空機墜落による火災を想定することから，航空機墜落に

よる火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮

する。 

外部火災の影響評価は，外部火災ガイドを参考として実施

する。 

外部火災にて想定する火災及び爆発を添５第28表に示す。

また，危険物貯蔵施設等を添５第29表に，危険物貯蔵施設等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第９条（外部火災）と許認可実績・適合方針との比較表（4/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
の配置を添５第23図に示す。 

 

(２) 設計対処施設 

ＭＯＸ燃料加工施設において，屋外に設置する外部火災防

護対象施設はないことから，外部火災防護対象施設を収納す

る建屋を設計対処施設とする。  

外部火災防護対象施設は，全て燃料加工建屋（外壁厚さ

1.3ｍ）内に収納されるため，燃料加工建屋を設計対処施設

として選定する。設計対処施設の配置を添５第23図に示す。 

また，二次的影響として，火災に伴い発生するばい煙を抽

出し，その上で，安全機能を有する施設のうち，外気を取り

込むことにより外部火災防護対象施設の安全機能が損なわれ

るおそれがある設備を以下のとおり選定する。 

① 換気設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備 

② 非常用所内電源設備の非常用発電機 

 

(３) 森林火災の想定 

① 概要 

想定される森林火災については，外部火災ガイドを参考と

して，初期条件（可燃物量（植生），気象条件及び発火点）

を，ＭＯＸ燃料加工施設への影響が厳しい評価となるように

設定し，森林火災シミュレーション解析コード（以下

「FARSITE」という。）を用いて影響評価を実施する。 

この影響評価の結果に基づき，必要な防火帯及び離隔距離

を確保することにより，設計対処施設の温度を許容温度以下

とし，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

 

② 森林火災の想定 

想定する森林火災については，外部火災ガイドを参考とし

て，初期条件（可燃物量（植生），気象条件（湿度，温度，

風速，風向）及び発火点）を，工学的判断に基づいてＭＯＸ

燃料加工施設への影響が厳しい評価となるように以下のとお

り設定する。 

ａ．森林火災における各樹種の可燃物量は，青森県の森林簿

及び森林計画図のデータによる現地の植生を用いるととも

に，敷地内の各樹種の可燃物量は現地調査により，現地の

植生を用いる。また，樹種及び林齢を踏まえ，可燃物量が

多くなるように植生を設定する。 

ｂ．気象条件は，立地地域及びその周辺地域における過去10

年間の気象条件を調査し，青森県の森林火災の発生頻度を

考慮して， 小湿度， 高気温及び 大風速の組合せとす

る。 

ｃ．風向は， 大風速記録時の風向から卓越風向を設定す

る。 

ｄ．発火点は，青森県の森林火災の発生原因で 多となって

いる煙草及びたき火を踏まえて，ＭＯＸ燃料加工施設から

直線距離10kmの範囲における人為的行為を考慮し，火を取

り扱う可能性のある箇所で火災の発生頻度が高いと想定さ

れる居住地域近傍の道路沿い及び人の立ち入りがある作業

エリアまでの道路沿いを候補とし，卓越方向から施設の風

上となることも考慮し外部火災の発生を想定したときにＭ

ＯＸ燃料加工施設への影響評価の観点で，FARSITEより出

力される火線強度及び反応強度（火炎輻射強度）の影響が

厳しい評価となるよう，以下のとおり設定する。発火点の

位置を添５第24図に示す。 

(ａ) 森林火災の発生原因として多い人為的な火災発生の可

能性があり，可燃物量（植生）及び卓越風向「西北西」

を考慮し，敷地西側に位置（約9.5km）する横浜町吹越

地区の居住区域近傍の道路沿いを「発火点１」として設

定する。 

(ｂ) 森林火災の発生原因として多い人為的な火災発生の可

能性があり，可燃物量（植生）及び卓越風向「東南東」

を考慮し，敷地東側に位置（約７km）するむつ小川原国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第９条（外部火災）と許認可実績・適合方針との比較表（5/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
家石油備蓄基地（以下「石油備蓄基地」という。）の中

継ポンプ場及び中継ポンプ場までのアクセス道路沿いを

「発火点２」として設定する。 

(ｃ) 森林火災の発生原因として多い人為的な火災発生の可

能性があり，可燃物量（植生），卓越風向「西北西」及

びＭＯＸ燃料加工施設までの火炎の到達時間が 短であ

ることを考慮し，敷地西側に位置（約0.9km）する石油

備蓄基地及び石油備蓄基地までのアクセス道路沿いを

「発火点３」として設定する。 

ｅ．太陽光の入射により，火線強度が増大することから，日

照による火線強度の変化を考慮し，火線強度が 大となる

時刻を発火時刻として設定する。 

 

③ 評価対象範囲 

評価対象範囲は，外部火災ガイドを参考として，森林火災

の発火想定地点を敷地周辺の10km以内とし，植生，地形及び

土地利用データは発火点までの距離に安全余裕を考慮し，南

北12km及び東西12kmとする。 

 

④ 入力データ 

FARSITEの入力データは，外部火災ガイドを参考に，以下

のとおりとする。 

 

ａ．地形データ 

敷地内及び敷地周辺の土地の標高及び地形のデータに

ついては，現地状況をできるだけ模擬するため，10ｍメ

ッシュの「基盤地図情報 数値標高モデル(41)」を用い

る。 

 

ｂ．土地利用データ 

敷地周辺の土地利用データについては，現地状況をで

きるだけ模擬するため，100ｍメッシュの「国土数値情報 

土地利用細分メッシュ(42)」を用いる。 

 

 

ｃ．植生データ 

植生データについては，現地状況をできるだけ模擬す

るため，敷地周辺の樹種や生育状況に関する情報を有す

る森林簿(43)及び森林計画図の空間データ(44)を使用する。

ここで，森林簿の情報を用いて，土地利用データにおけ

る森林領域を，樹種及び林齢によりさらに細分化する。 

また，敷地内の樹種や生育状況に関する情報は，実際

の植生を調査し，その調査結果を使用する。 

植生が混在する場合は，厳しい評価となるように可燃

物量，可燃物の高さ及び可燃物熱量を考慮して入力する

植生データを設定する。 

 

ｄ．気象データ 

気象条件については，外部火災ガイドを参考とし，過

去10年間を調査し，森林火災の発生頻度(45)(64)(65)が年間を

通じて比較的高い３月から８月の 高気温， 小湿度及

び 大風速の組合せを考慮し，風向は卓越方向を考慮す

る。ＭＯＸ燃料加工施設の 寄りの気象官署としては，

気候的に敷地に比較的類似している八戸特別地域気象観

測所及びむつ特別地域気象観測所があり，敷地近傍には

六ヶ所地域気象観測所がある。 高気温， 小湿度及び

大風速については，気象条件が も厳しい値となる八

戸特別地域気象観測所の過去10年間の気象データから設

定する。風向については，ＭＯＸ燃料加工施設の風上に

発火点を設定する必要があることから，敷地近傍にある

六ヶ所地域気象観測所の過去10年間の気象データから，

大風速時の風向の出現回数及び風向の出現回数を調査

し，卓越方向を設定する。 

FARSITEによる評価に当たっては，厳しい評価となるよ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第９条（外部火災）と許認可実績・適合方針との比較表（6/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
う以下のとおり，風向，風速，気温及び湿度による影響

を考慮する。 

(ａ) 風向及び風速については，火災の延焼性を高め，ま

た，敷地側に対する風の影響を厳しく想定するため，風速

は 大風速で一定とし，風向は卓越風向とする。 

(ｂ) 気温については，可燃物の燃焼性を高めるため， 高

気温で一定とする。 

(ｃ) 湿度については，可燃物が乾燥し燃えやすい状態とす

るため， 小湿度で一定とする。 

 

⑤ 延焼速度及び火線強度の算出 

外部火災ガイドを参考として，ホイヘンスの原理に基づく

火炎の拡大モデルを用いて，評価結果が厳しくなるよう火炎

をモデル化した上で，上記の設定を基にFARSITEにて，延焼

速度（平均0.04ｍ／s（発火点３）），火線強度及び火炎輻

射強度を算出する。 

 

⑥ 火炎到達時間による消火活動 

外部火災ガイドを参考として，FARSITEにより，発火点か

ら防火帯までの火炎到達時間（５時間１分（発火点３））を

算出する。敷地内には，消火活動に必要な消火栓等の消火設

備の設置及び大型化学消防車等を配備することで，森林火災

が防火帯に到達するまでの間に敷地内に常駐する自衛消防隊

の消火班による消火活動が可能であり，万一の飛び火等によ

る火災の延焼を防止することで設計対処施設への影響を防止

し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

安全機能を有する施設のうち防火帯の外側に位置する放射

線管理施設の環境モニタリング設備のモニタリングポスト，

ダストモニタ及び積算線量計については，森林火災発生時

は，自衛消防隊の消火班による事前散水により延焼防止を図

ること及び代替設備を確保することにより，その機能を維持

する設計とする。 

 

⑦ 防火帯幅の設定 

FARSITEによる影響評価により算出される 大火線強度

（9128kＷ/ｍ（発火点２））に対し，外部火災ガイドを参考

として，風上に樹木がある場合の火線強度と 小防火帯の関

係から，必要とされる 小防火帯幅24.9ｍを上回る幅25ｍ以

上の防火帯を確保することにより，設計対処施設への延焼を

防止し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

設置する防火帯の位置を添５第23図に示す。 

 

⑧ 危険距離の確保及び熱影響評価について 

ａ．森林火災の想定 

森林火災を以下のとおり想定する。 

（ａ）外部火災ガイドを参考に，森林火災による熱を受ける

面と森林火災の火炎の地点は同じ高さにあると仮定す

る。 

（ｂ）外部火災ガイドを参考に，森林火災の火炎は，円筒火

炎モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

（ｃ）円筒火炎モデル数は，火炎 前線のセルごとに設定す

る。 

（ｄ）設計対処施設への熱影響が厳しくなるよう，火炎 前

線のセルから， 大の火炎輻射強度（750kＷ/m２（発火

点３））となるセルを評価対象の 短として配置し，火

炎 前線の火炎が到達したセルを横一列に並べて，全て

のセルからの火炎輻射強度を考慮する。 

ｂ．危険距離 

大の火炎輻射強度を踏まえた輻射強度に基づき，防

火帯の外縁（火炎側）から設計対処施設までの離隔距離

を，外壁表面温度がコンクリートの圧縮強度が維持でき

る温度である200℃(46)となる危険距離23ｍ以上確保するこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第９条（外部火災）と許認可実績・適合方針との比較表（7/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
とで，設計対処施設への延焼を防止し，建屋内に収納す

る外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

危険距離については，設計対処施設が受ける輻射強度

の影響が 大となる発火点３の森林火災に基づき算出す

る。 

 

ｃ．設計対処施設への熱影響について 

  外部火災ガイドを参考として，熱影響評価を実施する。 

（ａ）外部火災防護対象施設を収納する建屋 

設計対処施設である燃料加工建屋外壁（防火帯外側

からの離隔距離 約226ｍ）が受ける輻射強度（910Ｗ

/m２（発火点３））については，外部火災ガイドを参

考とし，設計対処施設への輻射強度の影響が 大とな

る発火点３の森林火災に基づき算出する。この輻射強

度に基づき算出する燃料加工建屋の外壁表面温度を，

コンクリートの許容温度200℃(46)以下とすることで，

建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。 

（ｂ）非常用所内電源設備の非常用発電機への影響   

非常用所内電源設備の非常用発電機は、建屋内に設

置し，建屋の外気取入口から空気を取り込み，その空

気を非常用発電機に取り込む設計とする。 

そのため、非常用所内電源設備の非常用発電機を収

納する設計対処施設の外気取入口から流入する空気の

温度が森林火災の熱影響によって上昇したとしても、

空気温度を許容温度以下とすることで，非常用所内電

源設備の非常用発電機の安全機能を損なわない設計と

する。 

空気温度の評価については，可燃物量が多く,火災

の燃焼時間が長く輻射熱の影響が厳しい石油備蓄基地

火災の熱影響評価に包絡される。 

 

⑩ 異種の自然現象の重畳及び設計基準事故との組合せ 

森林火災と同時に発生する可能性がある自然現象として

は，風（台風）及び高温が考えられる。森林火災の評価にお

ける気象条件については，外部火災ガイドを参考とし，過去

10年間を調査し，森林火災の発生頻度が年間を通じて比較的

高い月の 高気温及び 大風速の組合せを考慮している。そ

のため，風（台風）及び高温については，森林火災の評価条

件として考慮されている。 

設計対処施設への森林火災の影響については，設計基準事

故時に生ずる荷重の組合せを適切に考慮する設計とする。す

なわち，森林火災により設計対処施設に作用する荷重及び設

計基準事故時に生ずる荷重を，それぞれの因果関係及び時間

的変化を考慮して適切に組み合わせて設計する。また，設計

基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる森林火災

の荷重と設計基準事故時に生ずる荷重を適切に考慮する設計

とする。 

設計対処施設は，森林火災に対して安全機能を損なわない

設計とすることから，森林火災と設計基準事故は独立事象で

ある。また，設計基準事故発生時に，森林火災が発生した場

合，安全上重要な施設に荷重を加える設計基準事故である

「露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑

油を保有しているグローブボックスにおいて火災が発生し，

容器内のＭＯＸ粉末が飛散し，外部に放射性物質が放出され

る事象」による荷重との組み合わせが考えられる。この設計

基準事故により荷重を受ける安全上重要な施設であるグロー

ブボックスは，森林火災の影響を受けることは無いため，設

計基準事故時荷重と森林火災の組合せは考慮しない。 

 

 

 

(４)近隣の産業施設の火災及び爆発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，異種の自然現象の重畳及び設計基準事

故時に生ずる応力を適切に考慮することを追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第９条（外部火災）と許認可実績・適合方針との比較表（8/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
① 概要 

近隣の産業施設の火災及び爆発については，外部火災ガイ

ドを参考として，敷地周辺10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産

業施設及び敷地内の危険物貯蔵施設等を網羅的に調査し，石

油備蓄基地（敷地西方向約0.9ｋｍ）の火災，敷地内の危険

物貯蔵施設等の火災及び爆発を対象とする。 

敷地周辺10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設及び敷地

内の危険物貯蔵施設等の配置を添５第23図及び添５第25図～

添５第27図に示す。 

また,敷地周辺に国道338号線及び県道180号線があること

から，燃料輸送車両の火災による影響が想定される。燃料輸

送車両は，消防法令において移動タンク貯蔵所の上限が定め

られており，公道を通行可能な上限のガソリンが積載された

状況を想定した場合でも，貯蔵量が多く設計対処施設までの

距離が近い敷地内に存在する危険物貯蔵施設（重油タンク）

火災の評価に包絡されることから，燃料輸送車両の火災によ

る影響は評価の対象外とする。 

 

漂流船舶の影響については，再処理事業所は海岸から約５

ｋｍ離れており，敷地近傍の石油備蓄基地火災の影響に包絡

されることから，評価の対象外とする。 

設計対処施設である外部火災防護対象施設を収納する燃料

加工建屋については，外部火災ガイドを参考として，建屋の

外壁で受ける，火炎から算出された輻射強度を考慮した場合

においても，離隔距離の確保等により，コンクリートの許容

温度(46)となる輻射強度（以下「危険輻射強度」という。）

以下とすることで，危険距離以上の離隔を確保する設計と

し，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

 

近隣の産業施設の火災により周辺の森林へ飛び火し敷地へ

火炎が迫ることを想定し，近隣の産業施設の火災と森林火災

の重畳評価においては，外部火災ガイドを参考として，影響

評価により算出される輻射強度に基づき，設計対処施設の温

度を許容温度以下とすることで，外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

 

危険物貯蔵施設等の火災については，外部火災ガイドを参

考として，影響評価により算出される輻射強度に基づき，設

計対処施設の温度を許容温度以下とすることで，外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫，LPGボン

ベ庫及び敷地内に存在するＭＯＸ燃料加工施設以外の危険物

貯蔵施設等の爆発については，設計対処施設への影響がなく

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

② 石油備蓄基地火災 

石油備蓄基地火災については，外部火災ガイドを参考とし

て，以下のとおり石油備蓄基地火災を想定し，設計対処施設

への熱影響評価を実施する。 

 

ａ．石油備蓄基地火災の想定 

(ａ)気象条件は無風状態とする。 

(ｂ)石油備蓄基地に配置している51基の原油タンク（約11.1

万m3/基（47)）の原油全てが防油堤内に流出した全面火災を

想定し，原油タンクから流出した石油類は全て防油堤内に

留まるものとする。 

(ｃ)火災は原油タンク９基（３列×３行）又は６基（２列×

３行）を１単位とした円筒火災モデルとし，火炎の高さは

燃焼半径の３倍とする。 

(ｄ)原油タンクは，燃焼半径が大きく，燃焼時に空気供給が

不足し，大量の黒煙が発生するため，放射発散度の低減率

（0.3）(48)を考慮する。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
ｂ．設計対処施設への熱影響について 

(ａ)外部火災防護対象施設を収納する建屋（燃料加工建屋） 

外部火災防護対象施設を収納する燃料加工建屋（石油備

蓄基地からの距離（約1970ｍ））は，外部火災ガイドを

参考とし，想定される石油備蓄基地火災により建屋外壁

で受ける火炎からの輻射強度を算出する。この輻射強度

を危険輻射強度（2.3kＷ/m２）以下とすることで，危険距

離以上の離隔を確保する設計とする。また，危険輻射強

度以下とすることで外壁表面温度をコンクリートの許容

温度200℃(46)以下とし，建屋内に収納する外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

（ｂ)非常用所内電源設備の非常用発電機 

非常用所内電源設備の非常用発電機は，建屋内に収納

し，建屋の外気取入口から空気を取り込み，その空気を

非常用発電機に取り込む設計とする。 

そのため，非常用所内電源設備の非常用発電機を収納

する設計対処施設の外気取入口から流入する空気の温度

が石油備蓄基地火災の熱影響によって上昇したとして

も，空気温度を許容温度以下とすることで，非常用所内

電源設備の非常用発電機の安全機能を損なわない設計と

する。 

評価対象は，石油備蓄基地からの距離が約1970ｍとな

る非常用所内電源設備の非常用発電機を収納する燃料加

工建屋を対象とする。評価については，想定される石油

備蓄基地火災により，建屋外壁等がコンクリートの許容

温度200℃(46)に上昇した状態を想定し，建屋外壁等からの

熱伝達により，燃料加工建屋の外気取入口から流入する

空気の温度を算出する。この空気温度を許容温度以下と

することで，非常用所内電源設備の非常用発電機の安全

機能を損なわない設計とする。 

 

③ 近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳評価 

石油備蓄基地火災においては，防油堤外部へ延焼する

可能性は低いが，外部火災ガイドを参考として，石油備

蓄基地周辺の森林へ飛び火することによりＭＯＸ燃料加

工施設へ迫る場合を想定し，石油備蓄基地火災と森林火

災の重畳を想定する。 

燃料加工建屋は，建屋外壁が受ける輻射強度を外部火

災ガイドを参考として算出する。この輻射強度に基づき

算出する外壁表面温度をコンクリートの許容温度200℃(46)

以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

④ 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発 

敷地内に複数存在する危険物貯蔵施設等の中から，貯蔵

量，配置状況及び設計対処施設への距離を考慮し，設計対処

施設に火災及び爆発の影響を及ぼすおそれがあるものを選定

する。敷地内の危険物貯蔵施設等を添５第29表に示す。 

ａ．危険物貯蔵施設等の火災 

  敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災による熱影響

評価は， 輻射強度が 大となる火災を想定するため，貯

蔵量が も多く，燃料加工建屋から近い，ボイラ用燃料受

入れ・貯蔵所（以下「貯蔵所」という。）に設置する重油

タンクの火災を対象とする。 

(ａ)貯蔵所火災の想定 

貯蔵所の火災は，外部火災ガイドを参考とし以下のと

おり想定する。 

ｉ．気象条件は無風状態とする。 

ⅱ．タンク内の重油全てが防油堤内に流出した全面火災を

想定し，流出した重油は全て防油堤内に留まるものと

する。 

ⅲ．火災は円筒火災モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の

３倍とする。 

ⅳ．輻射発散度の低減は考慮しない。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
(ｂ)評価対象施設 

評価対象施設は，設計対処施設である燃料加工建屋を

対象とする。 

 

(ｃ)設計対処施設への熱影響について 

設計対処施設への熱影響は，外部火災ガイドを参考と

して評価を実施する。 

貯蔵所から約550ｍ離れている燃料加工建屋は，建屋外

壁が受ける火炎からの輻射強度（0.098kＷ/m２）を外部火

災ガイドを参考として算出する。この輻射強度に基づき

算出する外壁表面温度を，コンクリートの許容温度200℃

(46)以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

ｂ．危険物貯蔵施設等の爆発 

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発について

は，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫及び

LPGボンベ庫並びにＭＯＸ燃料加工施設以外の危険物貯蔵

施設等として，設計対処施設との離隔距離が 短となる

再処理施設の還元ガス製造建屋における水素ボンベ及び

可燃物の貯蔵量が も多い低レベル廃棄物処理建屋プロ

パンボンベ庫のプロパンボンベを対象とする。 

(ａ) ＭＯＸ燃料加工施設の危険物貯蔵施設等の爆発 

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫は，高

圧ガス保安法に基づき，着火源を排除するとともに可燃

性ガスが漏えいした場合においても滞留しない構造とす

ること及び爆発時に発生する爆風や飛来物が上方向に開

放される構造として設計する。ＭＯＸ燃料加工施設のLPG

ボンベ庫は，屋内に収納され，着火源を排除するととも

に可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留しない構

造とし，爆発を防止する設計とする。 

また，第１高圧ガストレーラ庫及びLPGボンベ庫は，外

部火災ガイドを参考に危険限界距離を算出する。設計対

処施設である燃料加工建屋は，第１高圧ガストレーラ庫

及びLPGボンベ庫から危険限界距離以上の離隔を確保する

ことで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

(ｂ) 再処理施設の危険物貯蔵施設等の爆発 

再処理施設の還元ガス製造建屋の水素ボンベ及び低レ

ベル廃棄物処理建屋プロパンボンベ庫のプロパンボンベ

は屋内に収納され，着火源を排除するとともに可燃性ガ

スが漏えいした場合においても滞留しない構造として設

計することから，設計対処施設への影響はなく，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。ま

た，設計対処施設は，対象とした危険物貯蔵施設等の爆

発に対する危険限界距離以上の離隔距離を確保する設計

とする。 

 

(５) 航空機墜落による火災 

① 概要 

航空機墜落による火災については，外部火災ガイド及び航

空機落下評価ガイドを参考として，航空機墜落による火災の

条件となる航空機の選定を行う。また，航空機墜落地点につ

いては，建屋外壁等で火災が発生することを想定する。この

航空機墜落による火災の輻射強度を考慮した場合において，

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

② 航空機墜落による火災の想定 

航空機墜落による火災の想定は，以下のとおりとする。 

ａ．航空機は，対象航空機を種類別に分類し，燃料積載量が

大の機種とする。 

ｂ．航空機は，燃料を満載した状態を想定する。 

ｃ．航空機墜落地点は，建屋外壁等の設計対処施設への影響

が厳しい地点とする。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
ｄ．航空機の墜落によって燃料に着火し，火災が起こること

を想定する。 

ｅ．気象条件は無風状態とする。 

ｆ．火災は円筒火災をモデルとし，火炎の高さは燃焼半径の

３倍とする。 

ｇ．油火災において任意の位置にある輻射強度を計算により

求めるには，半径が1.5ｍ以上の場合で火炎の高さを半径

の３倍にした円筒火災モデルを採用する。 

 

③ 墜落による火災を想定する航空機の選定 

外部火災ガイドを参考に，航空機墜落による火災の対象航

空機については，航空機落下評価ガイドの落下事故の分類を

踏まえ，以下の航空機の落下事故における航空機を選定す

る。 

ａ．自衛隊機又は米軍機の訓練空域内を訓練中及び訓練空域

周辺を飛行中の落下事故 

外部火災ガイドを参考として，燃料積載量が 大の自

衛隊機であるKC－767を選定する。 

また，三沢対地訓練区域を訓練飛行中の自衛隊機又は

米軍機のうち，当社による調査結果から，自衛隊機のＦ

－２又は米軍機のＦ－16を選定する。さらに，今後，訓

練飛行を行う主要な航空機となる可能性のあるＦ－35に

ついても選定する。 

 

④ 計器飛行方式民間航空機の空路を巡航中の落下事故 

直行経路を巡航中の計器飛行方式民間航空機の落下事故に

ついては，「(ヌ) 航空機落下」に示す計器飛行方式民間航

空機の航空機落下確率の評価式を用いると，航空機落下の発

生確率が10－７回／年となる範囲が敷地外となる。 

敷地外における外部火災については，「(４) 近隣の産業

施設の火災及び爆発」で，石油備蓄基地に配置している51基

の原油タンク（約11.1万ｍ３/基(47)）の原油全てが防油堤内

に流出した全面火災を想定している。計器飛行方式民間航空

機の墜落による火災について，厳しい条件となる 大燃料積

載量の多い機種（燃料積載量約240ｍ３）を対象としても，

石油備蓄基地の原油量と比較すると火災源となる可燃物量が

少ないことから，計器飛行方式民間航空機の墜落による火災

は，近隣の産業施設の火災影響評価に包絡される。 

 

⑤ 航空機墜落地点の設定 

再処理施設は，敷地内に放射性物質を取り扱う建屋が多

く，面的に広く分布し，建屋が隣接している。そのため，再

処理事業変更許可申請書（令和２年７月29日変更許可）にお

いて再処理施設は，離隔距離を想定しない航空機墜落による

火災としてとらえ，航空機墜落地点は，建屋外壁等の設計対

処施設への影響が厳しい地点としている。 

ＭＯＸ燃料加工施設は再処理施設に隣接していることか

ら，再処理施設と同様に，航空機墜落地点は，建屋外壁の設

計対処施設への影響が厳しい地点とする。また，航空機墜落

事故として単独事象を想定する。 

設計対処施設の建屋については，外壁の至近に円筒火災モ

デルを設定し，火災の発生から燃料が燃え尽きるまでの間，

一定の輻射強度を与えるものとして熱影響を評価する。 

 

⑥ 設計対処施設への熱影響評価について 

設計対処施設の建屋については，建屋外壁が受ける火

炎からの輻射強度を外部火災ガイドを参考として算出す

る。この輻射強度に基づき算出される外壁及び建屋内の

温度上昇により建屋内の外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわないこと及び建屋外壁が要求される機能を損

なわない設計とする。 

 

⑦ 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火

災及び爆発の重畳について 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
設計対処施設の建屋については，航空機墜落による火

災とＭＯＸ燃料加工施設の危険物貯蔵施設等による火災

が重畳した場合の熱影響に対して，建屋の外壁温度が，

熱に対するコンクリートの強度が維持できる温度以下と

し，かつ，建屋内の温度上昇により外部火災防護対象施

設の安全機能を損なわない設計する。 

さらに，設計対処施設は，航空機墜落による火災とＭ

ＯＸ燃料加工施設の可燃性ガスを貯蔵する貯蔵容器の爆

発が重畳した場合の爆風圧に対して，外部火災ガイドを

参考として危険限界距離を算出し，可燃性ガスを貯蔵す

る貯蔵容器までの離隔距離を確保し，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

ａ．火災の重畳 

航空機墜落による火災に対する危険物貯蔵施設等の火

災の影響については，発生熱量が大きく設計対処施設に

与える影響が大きい事象を想定する。発生熱量が一番大

きくなる想定として，重油タンクが航空機墜落により火

災を発生させることを想定する。 

航空機が危険物貯蔵施設等に直撃し，危険物及び航空

機燃料による重畳火災を想定したとしても，貯蔵量が

も多く，燃料加工建屋から近い，ボイラ用燃料受入れ・

貯蔵所の重畳火災により，燃料加工建屋が受ける輻射強

度は１kＷ/ｍ２程度であり，設計対処施設の直近で航空機

墜落による火災を想定した場合の輻射強度（30kＷ/ｍ２）

よりも小さく，設計対処施設の直近での航空機墜落によ

る火災評価に包絡される。 

ｂ．爆発の重畳 

航空機墜落による火災に対する第１高圧ガストレーラ

庫及びLPGボンベ庫の爆発については，外部火災ガイドを

参考に危険限界距離を算出する。設計対処施設の建屋

は，第１高圧ガストレーラ庫及びLPGボンベ庫から危険限

界距離以上の離隔距離を確保することで，外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

(６) 危険物貯蔵施設等への熱影響 

① 概要 

危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近

隣の産業施設の火災の影響を想定しても，敷地内のＭＯＸ燃

料加工施設の危険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を許容温度以

下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止

し，設計対処施設への影響を与えない設計とする。また，近

隣の産業施設の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等

の爆発を防止し，設計対処施設へ影響を与えない設計とす

る。 

 

② 熱影響の評価対象 

評価対象は，防火帯及び石油備蓄基地からの距離が 短と

なる危険物貯蔵施設等を選定とする。ただし，森林火災又は

石油備蓄基地火災の発生を想定しても，建物及び構築物によ

り火炎の輻射の受熱面がない場合には，その危険物貯蔵施設

等は，当該火災評価の際の評価対象としない。 

森林火災及び近隣の産業施設の火災における評価対象を添

５第30表に示す。 

③ 熱影響について 

ａ．森林火災 

森林火災においては，ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所，

第１高圧ガストレーラ庫の水素ガスの貯蔵容器及びLPGボ

ンベ庫のLPガスの貯蔵容器に対し，火災の燃焼時間を考

慮し，一定の輻射強度でこれらの貯蔵容器が加熱される

ものとして，内部温度を算出する。算出される内部温度

を貯蔵物の許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設

等の火災及び爆発を防止し，設計対処施設へ影響を与え

ない設計とする。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
ｂ．近隣の産業施設の火災 

石油備蓄基地火災においては，ディーゼル発電機用燃

料油受入れ・貯蔵所及び第１高圧ガストレーラ庫の水素

ガスの貯蔵容器が受ける火炎からの輻射強度に基づき，

重油タンク及び水素ガスの貯蔵容器の表面での放熱量と

入熱量の関係から，表面温度を算出する。算出した表面

温度を貯蔵物の許容温度以下とすることで，危険物貯蔵

施設等の火災及び爆発を防止し，設計対処施設へ影響を

与えない設計とする。 

③ 近隣の産業施設の爆発の影響について 

敷地内に存在するＭＯＸ燃料加工施設以外の危険物貯蔵施

設等として選定した還元ガス製造建屋及び低レベル廃棄物処

理建屋プロパンボンベ庫については，着火源を排除するとと

もに可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留しない構造

として設計することから，ＭＯＸ燃料加工施設の危険物貯蔵

施設等に対して影響を与えない設計とする。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設の危険物貯蔵施設等は，対象と

した危険物貯蔵施設等の爆発に対する危険限界距離以上の離

隔距離を確保する設計とする。 

 

 (７) 二次的影響評価 

ばい煙及び有毒ガスによる影響については，外部火災ガイ

ドを参考として添５第32表の設備を対象とし，ばい煙及び有

毒ガスの侵入に対して，適切な対策を講ずることで外部火災

防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。ただし，

他に二次的影響が想定される爆風については，「(４) 近隣

の産業施設の火災及び爆発」で示す。 

 

① ばい煙の影響 

ａ．換気設備の給気設備 

外気を取り込む設備・機器である燃料加工建屋の換気

設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備について

は，ばい煙の侵入に対して，フィルタ及び手動ダンパを

設置する。外部火災によりばい煙が発生し，ＭＯＸ燃料

加工施設に影響があると判断される場合は，全工程停止

の措置を講ずる。また，給気設備及び非管理区域換気空

調設備の送風機の停止及び手動ダンパの閉止の措置を講

ずる。 

ｂ．非常用所内電源設備の非常用発電機 

非常用所内電源設備の非常用発電機については，ばい

煙の侵入に対して，フィルタを設置することで，安全機

能を損なわない設計とする。 

 

② 有毒ガスの影響 

外部火災により発生する有毒ガスが，中央監視室等の居住

性に影響を及ぼすおそれがある場合に，施設の監視が適時実

施できるように，資機材を確保し手順を整備する。 

 

(８)  消火体制 

ＭＯＸ燃料加工施設は，再処理事業所内にある再処理施設

及び廃棄物管理施設とともに自衛消防組織を編成し消火活動

にあたる。 

外部火災発生時には，再処理事業部長等により編成する自

衛消防隊を設置し，ＭＯＸ燃料加工施設への影響を軽減する

ため，自衛消防隊の消火班により事前散水を含む消火活動を

実施する。 

外部火災発生時に必要となる通報連絡者及び初期消火活動

のための要員として自衛消防隊の消火班のうち消火専門隊は

敷地内に常駐する運用とする。 

 

(９) 火災防護計画を策定するための方針 

外部火災に対する対策を実施するため，以下の内容を含め

た火災防護計画を定める。 

ａ．外部火災に対する消火設備の選定方針，設置目的及び運
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
用方法 

ｂ．外部火災に対する消火活動を実施するための消火栓等の

消火設備の設置並びに大型化学高所放水車，消防ポンプ付

水槽車及び化学粉末消防車の配備 

ｃ．外部火災の対応に必要な設備の維持管理に係る体制及び

手順 

ｄ．初期消火活動及びその後の消火活動に係る体制並びに火

災時の装備 

ｅ．ＭＯＸ燃料加工施設が影響を受けるおそれがある場合の

工程停止等の措置 

ｆ．計画を遂行するための体制の整備（責任の所在，責任者

の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保に係る事項を

含む）並びに教育及び訓練 

ｇ．外部火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理並びにば

い煙及び有毒ガス発生時の対応に係る手順 

ｈ．外部火災発生時におけるＭＯＸ燃料加工施設の保全のた

めの活動を行う体制の整備 

 

(10)手順等 

外部火災に対しては，火災発生時の対応，防火帯の維持及

び管理並びにばい煙及び有毒ガス発生時の対応を適切に実施

するための対策を火災防護計画に定める。火災防護計画に

は，計画を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権

限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練及び外部

火災発生時の対策を実施するために必要な手順を定める。 

以下に外部火災に対する必要な手順等を示す。 

① 防火帯の維持及び管理に係る手順並びに防火帯に可燃物

を含む機器等を設置する場合には，延焼防止機能を損なわ

ないよう必要 小限とするとともに，不燃性シートで覆う

等の対策を実施する手順を整備する。 

② 設計対処施設及び危険物貯蔵施設等の設計変更に当たっ

ては，外部火災によって，外部火災防護対象施設の安全機

能を損なうことがないよう影響評価を行い確認する手順を

整備する。 

③ 外部火災によるばい煙及び有毒ガス発生時には，必要に

応じて全工程停止及び送排風機の停止を実施する手順を整

備する。また，施設の監視が適時実施できるように，資機

材を確保し手順を整備する。 

④ 敷地外の外部火災に対する事前散水を含む消火活動及び

敷地内の外部火災に対する消火活動については，敷地内に

常駐する自衛消防隊の消火班が実施する手順を整備する。

また，消火活動に必要な消火栓等の消火設備の設置並びに

大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車，化学粉末消防

車及びその他資機材の配備を実施する。 

⑤ 外部火災の対応に必要な設備の維持管理に係る手順を整

備する。 

⑥ 外部火災発生時の連絡体制，防護対応の内容及び手順の

火災防護に関する教育並びに総合的な訓練を定期的に実施

する手順を整備する。 

⑦ 敷地周辺及び敷地内の植生に関する定期的な現場確認を

実施する手順を整備する。また，FARSITEの入力条件であ

る植生に大きな変化があった場合は，再解析を実施する手

順を定める。 

⑧ 外部火災の評価の条件に変更があった場合は，外部火災

防護対象施設の安全機能への影響評価を実施する手順を定

める。 

⑨ 敷地内の外部火災が発生した場合は，ＭＯＸ燃料加工施

設の全工程停止等の措置を講ずる手順を整備する。また，

敷地外の外部火災が発生した場合は，火災の状況に応じ

て，ＭＯＸ燃料加工施設が影響を受ける場合には全工程停

止の措置を講ずる手順を整備する。ただし，核燃料物質の

入った容器を貯蔵設備に戻すなどの対応は状況に応じて実

施する。さらに，必要に応じて運転員が消火活動の支援を

行えるよう，手順を整備する。  




